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令和８年度 行政棟警備委託 提案競技実施要領 

                     

福岡市役所本庁舎行政棟における２４時間常駐警備及びこれに付随する業務（以下「当該業

務」という。）を委託するにあたり、本市の規律秩序の保持、財産の保全、人命の安全保護、本

市業務の円滑な運営に寄与する警備の実施及び市民が安心感を持って来庁できるよう庁舎の安

全確保を図ることを目的とし、広く提案を募り委託契約の受託候補者を選定するため、次のとお

り提案競技を実施します。 

 

１ 当該業務の委託契約の件名 

行政棟警備委託 

 

２ 応募資格 

応募資格は、当該業務を遂行できる十分な資力、信用、技術的能力等を有するとともに、以

下の参加資格をすべて満たしている事業者であることとします。 

（１）提案競技参加申込書の提出時点で「令和７・８・９年度福岡市・水道局・交通局競争入札 

有資格者名簿（委託）」の申請区分業種「警備」に搭載されていること。 

（２）地方自治法施行令第１６７条の４に該当する者でないこと。 

（３）この提案競技の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、こ 

  の提案競技の終了を宣言した日）までの間に、本市から福岡市競争入札参加停止等措置要領

（以下「措置要領」という。）に基づく競争入札参加停止の措置又は排除措置を受けている

期間がある者でないこと。 

※措置要領が掲示されているホームページアドレス 

http://keiyaku.city.fukuoka.lg.jp/law/index.html 

（４）この提案競技の公示日から最優秀提案者決定の日（最優秀提案者がなかったときは、こ 

  の提案競技の終了を宣言した日）までの間に、措置要領別表第１、第２及び第３の各号に規 

  定する措置要件に該当しない者であること。 

（５）市町村税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。 

（６）会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定がな 

  され、競争入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）、民事再生法に基づく再生手続開始 

  の申立てがなされている者（再生手続開始の決定がなされ、競争入札参加資格の再認定を受 

  けた者を除く。）、破産法に基づく破産手続開始の申立てがなされている者又は会社法に基 

  づく特別清算開始の申立てがなされている者、手形交換所による取引停止処分を受けてい 

  る者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。 

（７）公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれ 

  のある団体に属していないこと。 
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（８）警備業法に基づく有効な認定証を有すること。

（９）福岡市内に本店を有すること。

（１０）当該業務と同種・同規模又は類似の実績を有すること。 

（１１）令和７年度福岡市本庁舎議会棟等警備委託及び行政棟清掃委託（高層階、低層階）、 

議会棟清掃委託、地下通路清掃委託、防災センターの契約事業者については、当該提案

競技 参加申込対象から除外します。 

※ 最優秀提案者に選出された場合であっても契約締結までの間に、措置要領別表第１、

第２及び第３の各号に規定する措置要件に該当した場合又は本市に提出した書類又は電 

子ファイルに虚偽の記載をし、若しくは重要な事実について記載をしなかったことが判 

明した場合は、契約の相手方としないことがある 

３ 契約期間 

令和８年４月１日  ～ 令和９年３月３１日 

ただし、当該業務の履行状況が良好な場合は、次年度から２年間は当該契約について特命 

随意契約の相手方となることができる。  

４ 委託金額の上限額 

69、557、400円（消費税相当額10％を含む） 

5 スケジュール 

（１）募集開始 （質問受付開始） 令和７年１２月 ３日（水）本市ＨＰに掲載

（２）質問提出期限  令和７年１２月１７日（水）１５時 

（３）質問回答  令和７年１２月１９日（金）１７時までに本市ＨＰに掲載 

（４）参加申込・企画提案書

提出締切  令和７年１２月２６日（金）１７時 

（５）第１次審査（通知）  令和８年１月１５日（木）１５時までに通知 

（６）第２次審査【提案競技】  令和８年１月２８日（水）から令和８年１月３０日（金）

 のいずれか１日 

（７）事業者決定（通知）  令和８年２月 3 日（火） 

（８）契約締結日（予定）  令和８年４月１日（水） 
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６ 当該業務の概要 

（１）履行場所

福岡市役所本庁舎行政棟 福岡市中央区天神一丁目８番１号 

（２）業務時間・配置人員等

※ 常駐の配置人員のうち、時間帯によっては 1 名が休憩時間となる。

※ 勤務シフト（案）別紙参照

（３）業務内容

基本仕様書（案）別紙参照

適 用 時 間 人 員 備考 

常
駐
警
備

開庁日 

① 総括警備責任者 08：00 ～ 20：00

② 警備責任者     08：00 ～ 20：00 

③ 警備員 08：00 ～ 20：00 

④ 警備員 07：30 ～ 20：30 

⑤ 警備員 08：00 ～ 18：00 

⑥ 警備員 08：30 ～ 18：30 

① 1 名以上

② 1 名以上

③ 1 名以上

④ 1 名以上

⑤ 1 名以上

⑥ 1 名以上

総括警備責任者 

又は警備責任者

が 休 勤 の 場 合

は、 

相応する代替責

任者を配置する

こと 

① 警備責任者     20：00 ～ 08：00 

② 警備員 20：00 ～ 08：00 

① 1 名以上

② 2 名以上

閉庁日 

① 警備責任者   08：00 ～ 20：00 

② 警備員 08：00 ～ 20：00 

③ 警備員 07：30 ～ 20：30 

④ 警備員 08：00 ～ 18：00 

① 1 名以上

② 1 名以上

③ 1 名以上

④ 1 名以上

① 警備責任者     20：00 ～ 08：00 

② 警備員 20：00 ～ 08：00 

① 1 名以上

② 2 名以上

別
途
指
定
警
備
時
間

日勤 30 時間 ― ― 

夜勤 20 時間 ― ― 
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７ 提案内容 

当該業務の委託について、基本仕様書（案）を踏まえて下記の項目の提案を行うこと。 

なお、提案金額が委託金額の上限額を超える場合は、失格とする。 

項 目 企画提案書に記載すべき内容 

（１）業務実施の視点
市庁舎という公共施設において、警備及び案内業務、付随業務

を実施するにあたっての基本的な考え方。 

（２）警備責任者の配置

警備責任者の選定理由、経歴、その他特筆すべき事項等。 

（決定している場合は、個人名も含めて個別具体的に記載のこ

と。未定の場合は、最低限確保できる内容を記載のこと。） 

（３）警備員の配置計画、確保、人

選等 

基本仕様書（案）に定める警備員配置体制を充足する具体的な警

備員の配置計画、人選、交代時間及び引継方法等とその考え方。 

（警備員の各種資格、経験年数、年齢構成等も含む。） 

警備員確保の方法（年休時等の代替確保の方法等。） 

（４）警備員指導体制・計画及び

研修等 

技術・知識習得等の教育、訓練、研修等の具体的な実施体制・

計画及び監察・指導体制。 

履行開始前の取り組み、スケジュール等。 

（５）接遇の考え方と実施計画。
接遇全般に対する考え方、実施計画。 

（特に来庁者案内、トラブル、苦情対応等について。） 

（６）緊急時体制及び緊急時の対応 
防災全般、事故・盗難等犯罪発生時の対応及び傷病者発生時等

様々な緊急時の体制・対応方法。  

（7）個人情報保護への対応 個人情報保護に対する考え方、取組み。 

（8）実績
「同種・同規模又は類似業務の実績表」を踏まえ、これまでの

実績から今回の業務で活かせること等。 

（9）見積額
人件費・管理費別の見積額。 

（単価等、詳細を記載のこと。） 

8 提案にあたっての配慮事項等 

（１）行政棟警備委託の履行場所については、議会棟及び市庁舎地下通路と接続しているた

め、管轄は違うが各警備間で密に連絡を取り、協力する必要があること。 

（２）本庁舎の窓口受付時間は、開庁日の８時 45 分から 18 時 00 分までであるが、行政棟

  １階市民ロビーの情報プラザ、証明サービスコーナー、ユニバーサルカフェは閉庁日も受 

付、営業を行っている。（年末年始の休みあり。） 

（３）行政棟地下 1 階に「市不妊・不育専門相談センター」が所在することから、来庁者の利
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便性を考慮し、市庁舎地下通路と接続している連絡自動ドアを開放している。 

(平日)8：00～20：00 

(休日)9：00～20：00 

※ 行政棟 1 階の門扉開閉時間に準ずるもの。

※ 開閉時間は、状況により変更の場合があります。

９ 質問 

提案を行うにあたり質問等がある場合は、次のとおり提出するものとします。 

（１）提出期限・提出方法

令和７年１2 月 1７日（水）１５時までに、提案競技質問書（様式２）に記載の上、

「問い合わせ先・提出先」宛てにＥメールで提出又は持参してください。 

その他の方法での質問書提出は無効となります。 

なお、質問書をＥメールで提出した場合は、必ず電話連絡をお願いします。 

（２）回答方法

質問に対する回答は、令和７年１2 月 1９日（金）１７時までに、本市ホームページ

【ＨＯＭＥ＞創業・産業・ビジネス＞入札・契約・公募＞契約情報（契約課以外の入札、

提案競技、指定管理など）＞各所管課が公募する競争入札、提案競技等の質問と回答】に

掲載します。 

１０ 参加申込・企画提案書提出 

（１）申込及び提出期限・申込及び提出方法

令和７年 12 月 2６日（金）１７時までに、事前に電話連絡の上、次の（２）に記載の

  提出書類を財産管理課へ持参してください。 

（２）提出書類

①、②及び④から⑦までの書類を各１部、③については６部を提出してください。

① 提案競技参加申込書（様式１）

② 企画提案提出書（様式３）

③ 企画提案書

・ 様式は任意、Ａ４サイズ、横書き、２０ページ以内、製本等不要。

・ 前記「7 提案内容」に指定する（１）～（９）のすべての項目を記載すること。

・ 企画提案書は、事業者名が特定できる表記を行わないこと。

④ 見積書 様式は任意。 ※ 見積書については代表者の押印が必要です。

⑤ 同種・同規模又は類似業務の実績表（様式４）

⑥ 会社概要（事業概要が分かるパンフレットでも可）

⑦ 市税、消費税及び地方消費税を滞納していない旨の証明書
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１１ 辞退 

参加申込・企画提案書提出後、参加を辞退する場合は、参加辞退届（様式５）の提出が必

要となります。 

１２ 選考審査 

選考審査は、福岡市が設置する選考委員会で、次のとおり行う。 

（１）第１次審査（書面審査）

提案が６社を超えた場合、提出された「企画提案書」「同種・同規模又は類似業務の実

  績表」により第１次審査を実施し、第２次審査に参加していただく事業者を決定します。 

第１次審査の結果は、令和８年 1 月１５日（木）15 時までにすべての企画提案書提出

者にＥメールにて通知します。 

（２）第２次審査（提案競技）

第１次審査に合格した事業者の提案説明及び質疑を行います。

提案説明は、提出した「企画提案書」及び「同種・同規模又は類似業務の実績表」のみ

をもとに、契約を締結した場合に当該業務を主に担当する者が行うこと。 

スクリーン及びプロジェクター等の使用は不可。

① 日 時

令和８年 1 月２８日（水）から令和８年１月３０日（金）のいずれか１日

※ 第１次審査結果通知の際に、提案者毎の集合時間を通知します。

② 場 所

福岡市役所議会棟 5 階５０１会議室（福岡市中央区天神一丁目８番１号）

③ 提案説明

時間は約 30 分（説明、制限時間 20 分、質疑応答 10 分程度）とし、出席者は１団体

３名までとします。 

※ 説明時間が制限時間を超過した場合は減点となる場合があります。

④ その他  必要に応じ、追加資料の提出や質疑に対する回答等を求める場合があります。 

（３）審 査

第２次審査は選考委員会において、本公募の趣旨に沿った提案であること及び事業遂行

能力を有していること、また、本件業務に関する提案者の理解、警備仕様、業務体制等の項

目で総合的に審査し、優秀案を選定し、その結果を踏まえて福岡市が受託候補者及び次点の

者を決定します。 

（４）最終審査結果

最終審査結果は、令和８年２月３日（火）17 時までにすべての提案競技参加者に、

  Ｅメールにて通知します。 

また、本市ホームページ【ＨＯＭＥ＞創業・産業・ビジネス＞入札・契約・公募＞契約情

報（契約課以外の入札、提案競技、指定管理など）＞各所管課が公募する競争入札、提案競

技等の結果】に掲載します。 
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１３ 提出書類の取り扱いについて 

（１）福岡市が特に認めた場合を除き、提出後の変更は、原則として認めません。 

（２）提出書類その他応募者から提出された書類は、返却しません。 

なお、提出書類は、契約に至った場合に使用するほかは、提案審査以外の目的で提案者に 

無断で使用することはありません。 

（３）提出書類の著作権は応募者に帰属しますが、審査等において必要な場合は無償で使用でき

るものとします。 

（４）応募者の提案については、原則として提案の全てを公開の対象とするが、応募者の正当な 

利益を害するおそれがあるもの及び個人情報については、非公開とします。 

（５）福岡市及び選考委員会からの質疑に基づき提出した書類については、本実施要領の条件を 

承諾の上、応募者が正式に提案したものとみなすこととします。 

（6）提出書類は、提案審査の事務に必要な場合、複製することがあります。 

 

１４ 失格条件  

公募条件を満たさない提案を行った場合、提出書類に虚偽の記載があった場合、選考委

員等に対する不正な行為が認められた場合、又は事業推進に必要な手続きを行わない場合

は、失格とすることがあります。 

 

１５ 委託契約 

決定した受託候補者とは速やかに協議を行い、業務委託契約を締結します。 

なお、受託候補者と契約締結に至らない場合は、次点の者と業務委託契約を締結します。 

 

１６ 保証人 

契約にあたっては、保証人として、当該業務を遂行できる十分な資力、信用、技術的能力 

等を有するとともに、前記の「２ 応募資格」に記載した（１）～（１１）の参加資格をす 

べて満たしている事業者をたてること。 

   

１７ その他 

（1）提案にかかる費用は、応募者が全て負担するものとする｡ 

（2）選考結果に対する異議・質問等については、一切応じない。 

（3）受託候補者は、受託候補者としての地位を第三者に譲渡できない。 

（4）委託内容（仕様）については、現時点で必要と思われる仕様を提示しており、契約締結の

際、受託候補者または次点の者の提案内容等により、協議の上変更することがある。 

（5）当該提案競技においては、公募説明会は実施しないものとする。 

（6）本件の契約の締結については、本件に係る令和 8 年度予算の成立を条件とする。 
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１８ 添付資料 

（１）基本仕様書（案） 

（２）勤務シフト（案） 

（３）様式 

①（様式１）提案競技参加申込書 

②（様式２）提案競技質問書 

③（様式３）企画提案提出書 

④（様式４）同種・同規模又は類似業務の実績表 

⑤（様式５）参加辞退届 

 

１９ 問い合わせ先・提出先 

福岡市財政局財産有効活用部財産管理課    

担当 ： 酒 見 

福岡市中央区天神一丁目 8 番 1 号 

電 話  ： ０９２－７１１－４１７３ 

ＦＡＸ ： ０９２－７１１－４８３３ 

Ｅ-mail：zaisankanri.FB@city.fukuoka.lg.jp 

 


